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これまでの同一労働同一賃金部会での主な御意見 

※第 21 回を踏まえ下線部を追記 

 

１．総論 

○ パートや有期、派遣で働く労働者は雇用労働者の 4 割を占め、各職場において活躍し、

共に支え合う重要な存在。しかし、その待遇は賃金だけではなく、休暇や福利厚生など

の面でも正規雇用との間に大きな格差がある。労働者がどのような雇用形態や就業形態

を選択しても納得できる待遇を受けられる、我が国から非正規という言葉を一掃すると

いう「同一労働同一賃金」に込められた思い、目的を達成できているのか疑問。「同一

労働同一賃金」の目的を改めて踏まえた上で、真に実効性ある法規制を実現すべき。 

○ 「同一労働同一賃金」の目的達成が道半ばであることを踏まえると、現状の政策の延

長線でよい、定着状況を見ていくというスタンスではなく、労働者がどのような働き方

を選択しても納得できる待遇を受けられるようにするという法目的の実現に向けてより

ふさわしい制度はどうあるべきかを議論する必要がある。 

○ データを見ると、不本意非正規雇用の減少や正規雇用への移行が堅調であること、賃

金格差が縮小傾向にあって、パートや派遣の方の時給が上昇していることなど、総じて

改善傾向にある。また、パート・有期社員の待遇の見直しの状況を見ると、各種手当の

ほか、基本給、昇給の仕組み、賞与など、賃金の柱となる項目の見直しに企業が積極的

に取り組んでおり、労働者としても、待遇の改善を一定程度実感していることが伺える。

こうした状況は、これまで労使が真摯に話し合った上で、企業が均衡・均等待遇の確保

や正社員登用等に取り組んでいることの現れである。 

その上で、非正規雇用で働く方は 2,000 万人以上、不本意非正規雇用は減ったとはい

え 196 万人いる。有期・パート、派遣で働く方々の待遇改善、スキルアップ、雇用の安

定を図っていく上では、企業、特に中小零細企業の負担に配慮しながら、均等・均衡待

遇の徹底、法定最賃やスキルアップ支援、正社員転換などの施策を合わせて進めていく

ことが重要。加えて、社会保障制度、公的年金制度の見直しを進めることも不可欠。 

○ 改正法は企業にとって大変インパクトがあった。法施行後、労使の取組により待遇改

善は着実に進展していると評価。その上で、均等・均衡待遇規定、説明義務などの整備

は、集団・個別双方の労使コミュニケーションを促して待遇改善を図ることが大きな目

的。今回の見直しに当たっては、最高裁判例を踏まえたガイドラインの見直しや、説明

義務の運用面での改善などを通じ、労使コミュニケーションをもう一段促して待遇の改

善につなげていく必要がある。 

○ 非正規雇用労働者が 2022 年以降も増加をしていることについて、しっかり分析する必

要がある。日本の賃金が上がってこない、人への投資が少なかった等の問題について、

非正規雇用が大きなウエイトを占めて、バランスがよくないと感じている。非正規雇用

を減らしていく努力が必要ではないか。 
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○ 不本意非正規雇用については、25～34 歳の層で割合が高い。この人たちの声をしっか

り捉えないと、結婚したくてもできない、子どもを持ちたくてもできないということに

つながっている可能性があるので、年齢別の分析が必要。 

○ 中小零細企業には、賃金引上げへの対応、均衡・均等待遇の確保など、いろいろな負

担が増えている厳しい状況にある。中小企業は、規模が小さいほど正規雇用が多く、長

く勤めている方が多い。地方の中小企業の実態も踏まえながら、議論を進めることが重

要。 

○ 法施行以降、賃金格差は縮小し待遇改善が進んでいるものと受け止めている。中小企

業でも大企業と遜色なく対応しており基本給の見直しなども進んでいる。不本意非正規

雇用の減少は制度の影響と見ることもできる。賃金差があることは事実だが、必要なの

はキャリアアップのための支援や、両立支援のための働きやすい環境整備ではないか。

引き続き、均等・均等待遇を推進することが当然重要だが、判例や他社の取組事例など

を適切に周知していくことが有効で、現行制度を大きく変える必要はないのではないか。 

○ 正規雇用の方が非正規雇用よりも賃金が上がっているが、要因として労働市場がひっ

迫していることも大きい。賃金については水準のみではなくどういう要素で決定されて

いるかに着目することが重要。 

 

２．パートタイム・有期雇用労働法関係 

（１）均等・均衡待遇規定 

○ 判例・裁判例を見ても、司法の場において、賃金や一時金を中心に待遇差の不合理性

は認められにくい傾向がある。非正規雇用で働く人が待遇差の司法救済を求めた際に十

分に救済される法規定になっているのか、待遇差の（不）合理性の立証責任の問題も含

めて検証すべき。 

○ 法改正を排除せずに本質的な議論を行うべき。重要と考えているのは、待遇差の（不）

合理性の立証責任。労働者が自らの待遇を不合理だと立証するのは、現実的には非常に

難しい。そもそも雇用形態の違いによる待遇差は、本来許されるべきものではないので

あれば、不合理な待遇差を禁止するという枠組みではなく、使用者が待遇差の合理性を

積極的に立証できない限り違法であることを法律上明確にする必要がある。 

賃金や人事査定資料、比較対象の労働者の待遇などは事業主が持っている。労働者側

が、待遇差が不合理であることやその要因までを司法の場で証明することは非常に難し

い。労働者が司法救済に訴えても、待遇差が不合理とまでは言えない形で、追い返され

てしまうような実態を放置するべきではない。 

○ 法８条、９条の条文、司法における不合理性の立証責任については、現行の枠組みを

維持して、法の安定性を確保すべき。近時の最高裁判例はいずれも旧労契法 20 条に基づ

く事例判断であり、法８条に基づくものではない。また、中小企業については施行から

まだ４年であり、判例、裁判例の蓄積はこれからという状況。有識者からも現行の条文
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でも機能するといった見解が示された。さらに、判例を踏まえ数年かけて見直しの途上

にある企業がある中で、条文を改正することは法の安定性を欠き時期尚早。 

不合理性の立証責任は、産業・職種横断的に労働条件のベースがあって職務給を採用

することが多い欧州の国々とは異なる日本の実態を踏まえた仕組み。また、判例、裁判

例では、手当などについて不合理と判断されているものが多くあり、原告である労働者

側に著しい不利益が生じている状況にはない。 

○ 労働者側の主張や立証が難しいという意見はもっともだが、法８条、９条の実体的な

ルールをすぐに変更することも難しい。特に８条はこれから裁判事案の蓄積が想定され

ることから、実体的ルールは変わらないものとした上で、例えば、ガイドラインの記載

を工夫するなどして、何らかの手立てを使用者側に求めていくことを工夫できないか。 

○ 旧労働契約法 20条とパート・有期法８条との関係について、両条文の構造が異なるこ

と、法改正にあたってはガイドラインも示され、さらに不合理性の立証をしやすくする

という観点から待遇差の説明義務が新設されたということを踏まえると、この２つの条

文は同じではなく、パート・有期法８条はパートや有期で働く方の待遇改善に向けてバ

ージョンアップしたものと見るべき。 

○ 待遇差の不合理性の判断に際して「その他の事情」から「労使交渉」を明示化すると

いう提案について、「労使交渉」と一口に言っても色々な形があり、交渉されていれば

何でもよいわけではない。当事者の声はもちろん、「同一労働同一賃金」の趣旨を踏ま

えた上で、労働組合によって丁寧な交渉がどうやって積み重ねられているかが重要であ

り、少なくとも「労使交渉」の中身が伴っていることが必要不可欠。 

○ 「正社員人材確保論」が、司法のみならず、現場においても待遇差を改善する際の大

きなハードルの一つになっている。例えば、現場では通勤手当でさえ正社員人材確保の

ためだからパートや有期雇用の者には支給しないといった会社側の主張もある。一時金

や退職金の目的の１つに正社員人材確保の目的があったとしても、賃金後払い的性格や

功労報償的性格といった他の待遇の趣旨もある。それがパートや有期契約社員の方にも

当てはまるという場合には、支給が全くゼロでいいということではなくて、割合的支給、

違いがあれば違いに応じて支給するということも考えられるのではないか。ガイドライ

ンへの記載を含めて対応が必要である。 

○ 賞与・退職金の判断に当たって、最高裁は、いわゆる正社員人材確保論を考慮してお

り、使用者の裁量を一定尊重していると受け止めているが、個社の状況を踏まえた客観

的あるいは具体的な裏づけが求められるものであり、常に妥当するものではないと理解

している。 

○ いわゆる正社員人材確保論について、長期雇用を人事戦略の基本とする企業において、

事業の中核を担う人材の確保・定着に資する人事・賃金制度は大変重要。労使の話合い

を踏まえて構築・運用されてきたものであり、こうした制度の性質や目的、経緯は今後

も尊重されるべき。また、正社員人材確保論は常に妥当するものではない。基本給につ
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いては、厚労省で、均等・均衡を客観的に確認できるよう、マニュアルや職務評価ツー

ルが用意されている。こういったツールの活用を更に促し、基本給等の待遇を見直すこ

とで、不合理でないと認められる可能性が高まっていくことをまずは周知していくこと

が大変重要ではないか。 

○ パート・有期雇用労働者と正社員とでそもそも賃金の決定基準・ルールが違うからと

いう門前払い的な傾向もあるのではないか。こうした入口の段階で否定されると、非正

規雇用で働く方の待遇改善という「同一労働同一賃金」の目的を本当に果たすことがで

きるのかという点で非常に疑問。一方、現場の取組をみると、正社員が職能給で、パー

ト・有期の方が職務給というような場合であっても、パート・有期の方が行っている職

務を正社員であればどの水準の能力が必要な業務なのかという当て込みをして、その上

で納得性のある制度設計を労使で議論して取り組んでいるケースもある。支給決定基準

が違う場合であっても「同一労働同一賃金」の効果を及ぼすべき。 

 

（２）説明義務 

○ ５年前の法改正において、いわゆる「同一労働同一賃金」の法規定の整備とともに、

待遇に関する説明義務が強化された点は非常に重要であった。ただし、その実態を見る

と全くもって不十分。説明義務が適切に果たされるためには、待遇差の説明義務の一層

の強化が必要。例えば、パート有期法第 14 条第２項及び派遣法第 31 条の２第４項の

「求めがあったときは」の削除を行うなど、議論していく必要があるのではないか。 

○ 説明義務については労働者からの求めがないケースが大半であり、労使コミュニケー

ションを活発にすることに異論はないが、まずは制度周知、理解促進に引き続き取り組

むべき。 

○ 説明を求めたことがない理由として「特に理由はない、考えたことがない」が４割超

である状況は、労使ともに、今後しっかり取組を促進していかなければいけない。「説

明を求めやすい雰囲気がないから」「説明を求めると、不利益な取扱いをされる恐れが

あるから」については、使用者側から声かけをしていく、労使でしっかり話合うことが

大変重要。 

○ データをみると、労働者がそもそも説明を受けられることを知らない状況かと推測。

運用面の現実性を考えると、説明の義務付けまではせずとも、説明を受けることができ

ることを知らせることについては、例えば雇入れ時にきちんと労働者に説明をするなど、

もう少し強く求めてもよいのではないか。 

○ 説明義務は待遇に関する労働者の納得性向上や、裁判で訴える際の足掛かりにもなる

ことから履行確保が必要。しかし、適切に実施されているとは言い難い状況。例えば、

法 14 条２項の「求めがあったときは」を削除するなどして、説明義務の強化が必要。加

えて、説明方法をみると口頭で説明されたという回答が最も多いが、単なる口頭説明だ

けでは問題ではないか。雇用管理指針では待遇差の説明に関しては資料を活用し、口頭
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により行うことが基本とされている。書面交付がされてそれに基づいて説明されること

が不可欠。指針の書きぶり強化も含めて対応が必要。 

○ 待遇の納得性を高める観点から、労働者からの説明の求めの有無に関わらず待遇差の

説明を義務化することは必要。それと同時に労働組合を中心に集団的な枠組みを通じて

納得性を高めることも考え得る。有識者から指摘のあった、労働組合がある場合は労働

組合、ない場合は過半数代表者への意見聴取や協議を制度的に組み込むという指摘があ

ったが、前向きな検討を。 

○ 通達の中に、説明により短時間・有期雇用労働者が納得することについては、説明義

務の履行とは関係ない旨の記載があるが、こういった記載が出ていること自体が、説明

義務の履行を阻害している可能性もあるため、見直しが必要ではないか。 

○ 説明が受けられる旨を知らせることが非常に大事だということは言うまでもないこと

だが、そもそも自分と同じ仕事をしている正社員がいるかどうかがわからないことも、

説明を求めない一因になっていると思う。そういう対象がいるかどうかも含めて、また

説明の方法もあとで見返すことができるような書面での通知ということが望ましいので

はないか。 

○ 法 14 条２項の「求めがあったとき」の削除については、具体的な説明のタイミングが

わかりづらくなることや、現場の負担といった観点で慎重な検討が必要。本規定は、自

身と通常の労働者の待遇をある程度理解した段階で納得できない部分について説明を求

めることで効果が高まる措置である。 

○ 説明義務規定は、労働者に労働条件の情報を提供するとともに、説明できない違いが

ないかを使用者側に考えてもらうという意味も持っている。説明を求める権利があるこ

との周知から一歩進んで、現行法上の説明義務に加えて、労働契約の締結（採用）の際

に、正社員との労働条件の違い及びその理由を説明することを一律に使用者に義務づけ

ることも考えられるのではないか。また、個別の説明と並行して、過半数代表や過半数

組合への情報提供、説明等を通じた集団的なコミュニケーションの場で活かしていくこ

とも考えられるのではないか。 

 

（３）その他の労使の取組促進のための方策 

ア 公正な評価 

○ 労働市場における賃金差が、仕事内容の差の評価によるものか、是正されるべき何ら

かの差別的要素が含まれているのかといった、阻害要素を把握することが是正への解決

策になる。転勤の回避や柔軟に働くことへの価値なのか、高齢者の再雇用では、現役世

代との賃金制度との関係から生じるのかなど多様な状況であることも事実。これらが人

事・賃金制度を接合することで解消されるのか。形骸化しては意味がない。もう少し賃

金差の要因を掘り下げてみることがよいように思う。 

○ 評価をするのであれば公正である必要があるが、いわゆる一般的にジョブ型と言われ
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る働き方の場合、欧米では意欲や能力を評価しないのが通常。あくまで契約で定められ

た仕事をきっちりこなせるかをみることが求められる。論点案において、意欲、能力、

経験といった要素があるのには違和感。無限定な働き方をする、場合によっては昇進や

昇格を通じてマネジメントに移行するといった可能性がある場合には、その潜在的な能

力や職務遂行能力を評価することはあり得るが、そうではない働き方をしているという

ことも現実には一般によく見られる。 

○ 法 10 条を踏まえ、人事評価は重要であることを雇用管理指針などで示して企業の取組

を促すことは新たな措置として考えられる。なお、「人事・賃金制度を正社員の人事制

度構築に接合させること」が、仮に同じ制度にしていくという意味であれば、かなり実

務的なハードルは高い。 

○ 公正な評価は中小企業でも重要と考えているが、公正な評価を実施することが大変難

しいこともあるため、中小企業への専門家の支援などとセットで考えて欲しい。 

○ パート・有期で働く方の働きぶりが公正に評価されて、それが賃金に反映される仕組

みが重要。その際、正社員は正社員、契約社員は契約社員というような形で賃金制度が

分断していていると、待遇改善が難しい側面がある。したがって、人事・賃金制度の接

合を政策的に促すことも有用。一方で正社員が職能給で、パート・有期の方が職務給と

いうように賃金制度が異なる場合であっても、パート・有期の方が行っている職務が、

正社員であればどの水準の能力が必要なのかという対応関係を考えて納得ある制度設計

を、労使で話し合って実現しているパターンもある。こうした労使の営みを政策的に促

していくことも重要ではないか。 

 

イ パートタイム・有期雇用労働者の意見の反映 

○ 賃金、労働条件の見直しに当たって労働者の意見を聴くことは非常に重要。雇用管理

指針では雇用管理全般について当事者の意見を聴くように努めるということが具体的に

記載されている。ガイドラインの中でもその重要性の記載を強化してはどうか。 

○ 法７条について、過半数代表からの意見聴取を義務付けることは、有期雇用労働者は

正社員と比べて契約期間や雇用形態が多様であり、労働者代表の選出や意見聴取が難し

い面がある。趣旨は大切であるが、義務にすると過剰な手続になると考えており、現行

の努力義務を維持すべき。 

○ パート・有期雇用労働者の意見と正社員の意見が分断して、労使交渉の単位が分かれ

ることのないように注意すべき。過半数代表、組合に対して様々な情報提供、協議をし

ていく中で、代表者が広く正規、非正規問わず意見を吸い上げることを求めていくよう

な意識や工夫も重要。 

○ パート・有期雇用労働者の意見の集約は重要だが、過半数代表だけが担うものではな

い。法７条の趣旨を踏まえて、事業主によるアンケート調査、経営トップの車座での対

話、上司との１on１ミーティングなどによる意見集約も考えられるのではないか。 
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ウ 情報公表の促進 

○ 事業主の自主的な公表を促進することは企業の意識を高めていく観点から新しい取組

として有効。この際、厚労省の情報公表サイトの利用も考えられるが、すでに自社 HPで

契約社員の採用のための専用サイトを設けていたり、契約社員の待遇について情報提供

している企業事例も多くあるので、自社 HPでの公表も可能とする形での促進が適切。 

○ 求職という入口の段階で知りたい情報が得られることが必要。賃金・一時金などの待

遇情報は当然だが、登用制度の有無や実績も含めた開示を積極的に行うことが重要。同

時に、現在様々な法律で待遇情報に関する開示が求められていることから労働者が何を

見てよいかわからないことがないように、厚労省においても見せ方を整理した上で、公

表を促進すべき。 

○ 情報公表は何か企業に義務を課すというよりも、自社をアピールする機会であり企業

にとってもメリットがあるという位置づけが重要。 

○ 情報公表の例として登用制度が挙げられているが、これが非正規雇用の方にとって必

ずしも待遇改善に当たらないのではないか。必ずしもそういう形での待遇改善を求めな

いといったケースもあり得るので、正社員が正しい働き方という誤解を招かないように

注意が必要。とはいえ、例えば労働時間や職務内容、責任などに限定がある形での正社

員を望むケースもあるので、正社員として働く場合にはどのような働き方があるのか、

しっかりと情報提供することが重要。 

○ 他社とどう差別化していくか、どのように魅力的に表現するか。就職活動中に必要と

した情報の入手に関するミスマッチについて、しっかり使用者側も考えながら、採用を

含めて情報公開を進めていく必要がある。 

○ 有期雇用労働者自身が能力開発の機会にほとんど関心がないという状況があるが、格

差是正だけによらない賃金の上昇を考えていくと、能力機会に有期雇用労働者自身が積

極的に取り組むことも必要になってくる。正社員登用も１つのキャリアパスだが、有期

雇用のままどうキャリア形成するかのパスが示せるのがよいのではないか。 

 

エ その他 

○ 法律の基本的な仕組みを知らなければ、事業主に説明を求めて、自身の待遇の納得性

を高めることにはつながらないと考えている。まずは労働者に対する法制度の更なる周

知が必要ではないか。 

○ 法 12 条では、通常の労働者が使える福利厚生施設はパート・有期雇用労働者にも利用

機会を与えるとされているが、その範囲は省令で決めており、食堂、休憩室、更衣室の

３つに限られている。労使交渉の中では、例えば、保育施設、社員割引の扱い、駐車場

の利用に関する格差もあると聞いており、こうした差が合理的であるとは考えられない。

福利厚生施設の対象範囲の拡大について、今後の検討事項として議論いただきたい。 
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（４）行政による履行確保 

○ 行政においては、パート・有期法第８条関係の是正指導を積極的に行うなど、履行確

保に力を入れており評価したい。しかし、指導の内容は、通勤手当や休暇制度の違いと

いった外形的に判断しやすい待遇差に関するものが多い。雇用形態に関わらず公正な待

遇を実現するという意味では、基本給や一時金といった賃金の部分が欠かせないが、賃

金について行政が指導するというのは限界があると感じており、労使でしっかり話し合

って、公正な待遇を実現していくことが必要。 

○ 行政 ADR は申請件数のみならず解決件数も非常に少ない。労働者が意を決して労働局

に救いを求めたとしても、結局、会社側の出席などが得られずに調停に入れないとなれ

ば、制度を整備したとしても使われないのではないか。出頭権限を与えるなど強制力が

働く仕組みとしたほうがよいのではないか。 

○ ８年前に「同一労働同一賃金」の法制度の制度設計を議論した際、均衡待遇規定違反

の公表が大きな論点となった。議論の結果、８条は報告徴収や是正指導の対象とし公表

対象からは除外された。これだけ是正指導が行われているのであれば、今一度、均衡待

遇規定違反を公表の対象に加えることを考える必要がある。 

○ 法８条に関する是正指導の件数が大幅に増えており、労働局と監督署が連携した取組

の結果と受け止めている。企業にとってはインパクトある施策だが、均等・均衡待遇規

定の趣旨を踏まえた対応を企業に促すために今後も継続することが重要。一方、行政

ADR は件数があまり多くない状況。司法手続とは異なる利用しやすさを PR して認知度を

上げていく必要。可能な限り訴訟に至らないように、企業における労使の交渉や話し合

い、行政 ADR による解決の促進に注力することが望ましい。 

○ 特に中小企業では様々な業種があるため、同一労働同一賃金の端緒を見ていくと、厚

生労働省内だけではなく、関係する省庁、特に現業部門の諸官庁が一体となった取組も

検討する余地があるのではないか。 

 

３．労働者派遣法関係 

（１）均等・均衡待遇規定 

○ ２つの方式が認められており、制度的に複雑になっている派遣労働の「同一労働同一

賃金」について、待遇改善の実効性が確保できているのか検証すべき。 

○ 原則である派遣先均等・均衡方式を選択している事業所が１割、労使協定方式を選択

している事業所が９割となっており、原則と例外が逆転している状況については、なぜ

そうなっているのかを改めてしっかりと検証しなければいけない。 

○ 派遣先均等・均衡方式は、派遣先から情報提供を受けることが重要であり、派遣先の

対応が十分なのかは検討すべきではないか。派遣先の協力が欠かせないが、その協力状

況が十分に読み取れない。例えば、派遣先から派遣元に対して派遣労働者と待遇を比較
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する自社の正社員の待遇情報を提供する必要があるが、きちんと行われているのか。仮

に、派遣先の負担を回避するため、派遣先に忖度して労使協定方式を採用しているとい

うことであれば、法律が目的とするところではないので、実務上の課題もしっかりと捉

えて議論すべき。 

○ 労使協定方式については、基準となる一般労働者の平均賃金水準の妥当性の検証はも

とより、過半数代表者の問題も検証すべき。過半数代表者に派遣労働者の賃金交渉を行

い、協定を結ばせる役割まで担わせることは非常に難しいのではないか。過半数代表者

に労働条件の設定機能等を担わせるのではなく、労働組合が責任を持って対応する「労

働協約方式」とすることが適当ではないか。 

○ 派遣先については、派遣元が派遣労働者の待遇改善をできるような派遣料金を設定す

るという配慮義務が課されているが、どの程度履行されているのか十分に把握できてい

ない。派遣で働く方の「同一労働同一賃金」の実効性の担保に向けて議論をすべき。 

 

４．同一労働同一賃金ガイドライン 

○ 労使でしっかり話し合っていく際に参考になるのが「同一労働同一賃金ガイドライン」

であり、これまでも職場における取組において重要な指針として活用してきたが、施行

後５年が経っており、労使における取組も一定程度進んでいる中で、アップデートが必

要だと感じている。 

○ ガイドラインが策定されてからの５年間、様々な場面で大きな変化が見られた。子育

てあるいは家族を大切にするＺ世代の方が労働市場を大きく占めている。こうした新し

い考え方を反映したガイドラインについて考えていく必要があるのではないか。 

○ 「同一労働同一賃金」の対応として、正社員の待遇引下げによって対応を図っている

事例は非常に問題。中小企業は、正社員の待遇の減額・縮小を図っている割合が、大企

業と比較すると非常に高い。また、こうした対応を容認するような裁判例も出てしまっ

ている状況。「同一労働同一賃金ガイドライン」では、「通常の労働者の待遇を引き下げ

ることは望ましい対応とはいえない」との記載もあるので、こうした対応は「同一労働

同一賃金」の本来の目的に相反する対応であり、この書きぶりも含めて、今後議論して

いくべき。 

○ 正社員の労働条件の見直しに当たっては、まずは均衡・均等待遇法制を踏まえて、企

業労使が自社の実態に応じて、有期社員、正社員のバランスをしっかりと話し合うこと

が必要。その上で、労働契約法第９条、10 条などを踏まえて対応することが原則である。 

○ 改正法施行後の判例等の状況を踏まえた見直し、均等・均衡待遇規定の予見可能性の

向上、待遇改善に向けた労使コミュニケーションを促す見直しが必要。あわせて、労使

自治を促す観点から、「その他の事情」として、労働組合や実質的に労使協議を行って

いる組織との労使交渉や合意などが重要となることについても盛り込むべき。 

○ ガイドラインに記載されてないもの（退職手当、住宅手当、家族手当）は何らかの書
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き込みがあってもよいと思っている。特に住宅手当について金額が大きくなるものであ

ることからどう考えるか。かつ、記載されているものについても蓄積を踏まえて判断の

ための手がかりになるような書き込みが必要。 

 

５．その他 

（１）無期雇用フルタイム労働者等への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及 

○ 「無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及等」

は、非常に重要。労働契約法第 18 条の無期転換権を行使した途端、「同一労働同一賃金」

の法の枠組みの対象外になることは問題。今後、この無期雇用フルタイム労働者の待遇

などの状況を示した上で、しっかりと議論を進めていくべき。 

○ 「同一労働同一賃金」の法規定が直接及ばない無期フルタイム労働者の待遇改善につ

いては、雇用の安定の観点から無期転換を図ってきたものの処遇改善につながらないと

いう課題に関する職場の声もきいており、非常に重要な問題だと考えている。 

○ ガイドラインでの対応と決めつけるのではなく、例えば無期転換労働者と正社員との

合理的な理由のない待遇差を禁止するという法制面で見直していくということも考えら

れる。法制面の見直しも含めて無期転換労働者の待遇改善がしっかりと図られるような

方策について検討すべき。 

○ 正社員が多重構造になっていくことで、正社員の中で比較的待遇の低い人たちとパー

ト・有期の人たちが比較されることで、待遇が改善されないという現状もあると思う。

この無期転換の方たちの待遇というのをどう位置付けるかというのは重要な課題。 

○ 無期転換後のキャリア形成や労働条件の改善のためには、無期転換した方を多様な正

社員や正社員に登用していく仕組みがあることが重要であり、まずは、事業主の取組を

促すことが必要。また、ガイドラインに無期転換労働者や多様な正社員についての考え

方を記載することは一つの方策だが、労働契約法 18 条に基づき無期転換した労働者や有

期契約から多様な正社員に登用された方など、政策的に対応する必要性が高い対象を想

定して検討すべき。パート・有期法はあくまでもパート・有期雇用労働者を保護対象と

しており、法律に無期転換労働者間の均等・均等待遇の考え方を規定するべきではない。 

 

（２）教育訓練・リスキリング 

○ 教育訓練の実施状況に関連して、厚労省において実施している、パート・有期雇用労

働者や派遣労働者を対象とした働きながら学びやすい職業訓練（リスキリング支援）の

成果と課題、これからの展開などについて、今後の部会で紹介いただきたい。 

○ 新しい分野の人への投資も言われているが、やはり職業訓練の機会が非正規の場合は

大変少ない。教育研修や職業訓練について、しっかりスコープしていく必要があるので

はないか。 

 


